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Ⅰ．下水道経営戦略 
 

 １．はじめに                                                                          

下水道事業は、住民に不可欠なサービスを安定的に供給する役割を有しており、多額の設備投資を

必要とすることから中・長期的観点に基づいた計画的な経営を推進することが不可欠です。 

 全国的に地方財政全体が厳しい状況下で、南佐久環境衛生組合も例外ではなく、今後人口減少が進

む中、老朽化対策を実施しつつ、地震などの災害への対策や日常の維持管理を行っていくためには、

下水道事業に関わる経費及び財源の見通しを把握することが重要となります。 

このような中、下水道事業を担う公営企業が住民の日常生活に欠くことのできない重要なサービス

を提供する役割を果たしており、将来にわたってもサービスの提供を安定的に継続することが可能と

なるように、総務省では、中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」を策定することを各地方公

共団体へ要請しています（平成26 年8 月29 日付総財公第107 号の通知）。 

また、令和2 年度までの「経済・財政再生計画」（平成27 年6 月30 日閣議決定）では、公営企業

について、地方財政をめぐる厳しい状況を踏まえ、「経営戦略の策定等を通じ、経営基盤の強化と財

政マネジメントの向上を図る」こととされ、更に、「経済・財政再生計画改革工程表」（平成27 年12 

月24日経済財政諮問会議決定）では、その改革の成果を測る指標として「収支赤字事業数」の減少や、

経営戦略の策定率が設定されているところです。 

 このような背景を踏まえて南佐久環境衛生組合では、下水道事業の健全で安定した継続的な事業経

営と経営基盤の強化を図ることを目的に、実現可能な収支のバランスの取れた今後 10 年間の投資・

財政計画を中心とする「南佐久環境衛生組合下水道事業経営戦略」を策定します。 

 

 ２．現状分析及び将来予測、課題抽出                                                                    

  2-1. 下水道事業の現状  

 

（1）下水道の役割  

   下水道は、環境衛生の向上や都市の健全な発達に寄与し、あわせて公共用水域の水質保全に資す

るため、欠かすことのできない公共性、公益性の高い重要な都市基盤施設です。 

   下水道の主な役割としては、汚水の排除、公共用水域の水質保全が挙げられます。 

 

①  汚水の排除（生活環境の改善） 

     生活排水を速やかに排除することにより、悪臭や害虫及び感染症の発生を防止します。 

     トイレの水洗化を通じて衛生的で快適な生活環境を確保します。 

   ② 公共用水域の水質保全 

     汚水を処理場で浄化することにより、河川など公共用水域の水質汚濁を防止し、豊かな自然

環境を保全します。 
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 （2）下水道の整備状況 

南佐久環境衛生組合は、長野県の東南、南佐久郡の北部に位置する佐久市（旧臼田町）と佐久穂

町（旧佐久町）及びその南部に接する佐久穂町（旧八千穂村）・小海町で構成される4町村による広

域下水道として、平成6年に発足し、平成7年度から本格的な工事に着手しました。平成12年4月1日

には、一部供用開始し、現在は、統合予定の農業集落排水施設（上地区）1施設の統合を残し、管渠

の整備を完了しています。 

現在の下水道全体計画区域の面積は 639ha、事業計画区域の面積は 606ha、令和元年度末の整備

面積は、606haとなっています。 

 

表 2.1 下水道事業の概要と普及状況（令和 2年 3月 31日現在） 

項        目 

建設事業開始年月日 平成 7年 3月 2日 

供用開始年月日 平成 12年 4月 1日 

法適・非適区分 法適 

排 除 方 式 分流式 

面 
 

積 

行 政 区 域 72,586 ha 

汚 

水 

全体計画区域 639 ha 

事業計画区域 Ａ 606 ha 

整備済区域 Ｂ 584 ha 

整備率 Ｂ/Ａ 100.0 ％ 

 

人 口 

行政人口 Ⅽ 114,118 人 

処理区域内人口 Ⅾ 13,738 人 

水洗化人口 Ｅ 11,711 人 

普  及  率 Ⅾ/Ｃ 12.0 ％ 

水 洗 化 率 Ｅ/Ⅾ 85.2 ％ 

  注）行政区域面積、行政人口は構成市村（佐久市、佐久穂町、小海町）の合計値 
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図 2.1 下水道（汚水）事業計画図 

南佐久浄化センター 
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   近年の整備実績は、整備面積約5.0ha/年、管渠整備延長で約0.6km/年の事業量となっており、整

備は順調に進んでいる状況です。また、水洗化人口は年々増加しており、水洗化率は85％まで上昇

しています（表2.2、図2.2、図2.3参照）。 

 

表 2.2 過年度の整備実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位
平成24
年度

平成25
年度

平成26
年度

平成27
年度

平成28
年度

平成29
年度

平成30
年度

令和元
年度

人 117,610 117,067 116,476 116,208 115,677 115,091 114,619 114,118

佐久市 人 100,200 99,996 99,650 99,616 99,429 99,096 98,867 98,696

佐久穂町 人 12,187 12,021 11,913 11,752 11,471 11,301 11,076 10,859

小海町 人 5,223 5,050 4,913 4,840 4,777 4,694 4,676 4,563

人 14,023 13,774 13,969 13,765 14,062 13,852 13,999 13,738

佐久市（旧臼田町） 人 1,165 1,150 1,123 1,098 1,095 1,083 1,065 1,054

佐久穂町 人 9,567 9,441 9,769 9,637 9,412 9,261 9,383 9,207

小海町 人 3,291 3,183 3,077 3,030 3,555 3,508 3,551 3,477

人 10,249 10,412 10,499 10,545 10,922 11,014 11,569 11,711

佐久市（旧臼田町） 人 1,017 1,022 943 943 948 965 971 957

佐久穂町 人 6,969 7,069 7,334 7,389 7,283 7,280 7,802 7,933

小海町 人 2,263 2,321 2,222 2,213 2,691 2,769 2,796 2,821

％ 73.1% 75.6% 75.2% 76.6% 77.7% 79.5% 82.6% 85.2%

佐久市（旧臼田町） ％ 87.3% 88.9% 84.0% 85.9% 86.6% 89.1% 91.2% 90.8%

佐久穂町 ％ 72.8% 74.9% 75.1% 76.7% 77.4% 78.6% 83.2% 86.2%

小海町 ％ 68.8% 72.9% 72.2% 73.0% 75.7% 78.9% 78.7% 81.1%

ha 571.0 571.0 584.3 584.3 597.2 597.2 606.0 606.0

佐久市（旧臼田町） ha 65.0 65.0 65.1 65.1 65.1 65.1 65.1 65.1

佐久穂町 ha 334.2 334.2 347.4 347.4 347.4 347.4 356.2 356.2

小海町 ha 171.8 171.8 171.8 171.8 184.7 184.7 184.7 184.7

ｍ 162,600 163,600 163,600 164,100 165,700 166,000 166,000 167,000

整備面積（累計）

管渠整備延長（累計）

項目

行政人口

処理区域内人口

水洗化人口

水洗化率
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図 2.2 過年度の整備、普及実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3 過去 10年間の管渠整備実績 
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（３）施設の老朽化の状況 

南佐久環境衛生組合の下水道は、平成6年に事業着手し、令和元年度末には、整備を行った汚水

管渠延長が約167kmに達しており、令和8年度には、初年度に建設した管渠が約30年経過すること

となり、令和9年度以降は老朽化した施設の改築・修繕費用も増加する見込みです（図2.4参照）。

なお、管渠と比較して耐用年数が短い下水処理場（南佐久浄化センター）では、長寿命化計画を

策定し、既に改築・更新を実施している状況です。 

また、これまでの「整備拡張の時代」から改築・修繕も含めた「維持管理の時代」へと変化す

る過渡期ともいえる現在において、現況における施設の健全度を的確に把握し、機能停止の防止

や道路陥没による事故の未然防止及びライフサイクルコストの最小化を図り、適切な管理を行う

ための準備が急務となっています。 

このような状況下で、下水道施設の健全度に関する点検・調査結果に基づき、適切な時期に改

築事業を推進していく必要があることから、今後、南佐久環境衛生組合公共下水道事業ストック

マネジメント計画（管渠）の策定を検討する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    注) 図中の延長には、宅地開発など公共下水道以外で整備を行った管渠を含みます。 

図 2.4 令和 12年度時点の年度別累計汚水管渠延長 

 

 

 

  

20 年以上経過 
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（４）地震への対応状況 

過去に発生した阪神淡路大震災、新潟県中越地震及び東日本大震災において、上下水道システ

ムは甚大な被害を受け、住民生活及び事業活動に大きな影響を及ぼし、住民の生命、財産を脅か

す事態となり、下水道システムは、重要なライフラインとして再認識されることとなりました。

震災により、その機能を果たせなくなった場合、復旧に時間を要し、さらに二次災害を引き起こ

すことが想定されるため、被災した場合においても機能を維持するには、システムの信頼性を確

立することが重要です。阪神淡路大震災の被害を踏まえ耐震基準が強化され、平成 12年度以降の

重要な下水道施設に対しては、耐震化が図られていますが、平成 11 年度以前に施工された施設

は耐震化が十分に進んでいない状況です。そこで、被災時に備え、重要な下水道施設の耐震化を

図る「防災対策」、被災を想定して被害を最小限に抑制し、速やかな復旧を可能にするための暫定

対応としての「減災対策」を組み合わせた下水道管路施設総合地震対策計画を策定する予定で

す。現在の下水道管路の耐震化率は、重要な幹線等に対して 90.3％となっており、処理場の耐震

化率は 66.7％となっています。 

 

 

 

  2-2．現状分析結果 

 

（１）下水道有収率の状況 

南佐久環境衛生組合における有収率の状況は約100％で推移しています（表2.3、図2.5参照）。今

後は施設の老朽化に伴い、不明水の浸入量が増加し、下水道有収率が低下する可能性があります。

有収率の低下は、汚水処理原価の増大に繋がるため、南佐久環境衛生組合公共下水道事業ストック

マネジメント計画に沿った点検・調査及び修繕・改築を進めていくとともに、浸入水等の状況も把

握していく必要があります。 

表 2.3 有収率の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目
平成22
年度

平成23
年度

平成24
年度

平成25
年度

平成26
年度

平成27
年度

平成28
年度

平成29
年度

平成30
年度

令和元
年度

有収水量

(千m3/年)
941 969 981 972 978 976 1,007 1,019 1,024 1,024

処理水量

(千m3/年)
941 984 989 995 978 976 1,029 1,019 1,046 1,046

有収率
(％)

100.0 98.5 99.2 97.7 100.0 100.0 97.9 100.0 97.9 97.9

出典：決算統計書
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図 2.5 有収率の実績 

 

 

（２）建設改良費・維持管理費の状況 

近年の建設改良費・維持管理費は、ばらつきがあるが平成27年度以降は微減傾向にあることが確

認されています。しかし、今後は管渠の点検・調査、修繕・改築に係る維持管理費の増加が予測さ

れます（表2.4、図2.6参照）。 

 

表 2.4 建設改良費と維持管理費の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（百万円）

項目
平成22
年度

平成23
年度

平成24
年度

平成25
年度

平成26
年度

平成27
年度

平成28
年度

平成29
年度

平成30
年度

令和元
年度

建設改良費 36 14 11 97 51 171 110 64 59 27

維持管理費 169 171 188 175 201 197 207 229 235 203

出典：決算統計書
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図 2.6 建設改良費の実績 

 

 

（３）財源の状況 

南佐久環境衛生組合の下水道事業の経営・財政の状況を以下に示します。 

 

１）起債残高（企業債残高）、起債償還金（企業債償還金）、支払利息 

起債残高の推移は、毎年減少傾向を示しており、最近10年間で約4割減少しています（図2.7参照）。 

南佐久環境衛生組合では、新規整備が概ね完了していることから、今後も起債残高は減少が見込

まれます。 

起債償還金は、発行した起債の償還額を表しており、その額は年々上昇傾向にあります。今後は、

急激な償還額の増加を避けるために事業の平準化を取り入れていく必要があります。 

支払利息は、発行した起債にかかる利息を表しています。その額は年々減少傾向にあります。 
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図2.7 起債（企業債）に関する費用の実績 

 

２）受益者負担金 

受益者負担金による収入は多少の増減はありますが、下水道経営上、供用開始時に受益者より確

実に徴収することが重要です。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.8 受益者負担金の実績 
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３）下水道使用料 

下水道使用料（税込み）による収入は、平成30年度から令和元年度で消費税率が8％から10％へ上

昇していますが、微減となっています。有収水量にも近年変化はないことから、大規模利用者が減

少していることが予想されます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.9 下水道使用料による収入の実績 

 

 

４）一般会計繰入金 

一般会計からの繰入金（他会計補助金）は、平成22年度から令和元年度までの推移をみると総額

が概ね7億円となっています。今後は、独立採算を基本として繰入金の削減に努める予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.10 他会計補助金の実績 
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処理区域内人口区分 処理区域内人口密度区分 供用開始後年数別区分 類型区分 団体数

21

100人/ha以上 Aa 33

75人/ha以上 Ab 33

30年以上 Ac1 47

30年未満 Ac2 5

50人/ha未満 Ad 51

100人/ha以上 Ba 8

30年以上 Bb1 20

30年未満 Bb2 6

30年以上 Bc1 49

30年未満 Bc2 28

30年以上 Bd1 122

30年未満 Bd2 54

75人/ha以上 Ca 3

30年以上 Cb1 14

15年以上 Cb2 29

15年未満 Cb3 15

30年以上 Cc1 93

15年以上 Cc2 206

15年未満 Cc3 65

30年以上 Cd1 47

15年以上 Cd2 183

15年未満 Cd3 42

25人/ha以上

25人/ha未満

政令市等

10万以上

3万以上

3万未満

50人/ha以上

75人/ha以上

50人/ha以上

50人/ha未満

50人/ha以上

（４）経営比較分析表等を活用した現状分析結果 

 経営比較分析表とは、下水道事業の決算値を基に、事業ごとに経営指標（経営の健全性・効率性・

老朽化の状況）を算出し、全国の類似団体平均値と比較することで、南佐久環境衛生組合の経営現

状や課題を把握するものです。 

 なお、南佐久環境衛生組合下水道事業の経営比較分析表は、総務省のホームページにおいて公表

しています。 

 （参照先）総務省ホームページ（南佐久環境衛生組合下水道事業の経営比較分析表） 

https://www.pref.nagano.lg.jp/shichoson/kensei/shichoson/zaise/shiryo/h30hikakubunseki_

gesuido.html 

 当該経営指標の内、経営の健全性・効率性に関する項目である①収益的収支比率、②企業債残高

対事業規模比率、③経費回収率、④汚水処理原価、⑤施設利用率、⑥水洗化率について、南佐久環

境衛生組合と類似団体平均との比較を総務省が公表している経営分析表を用いて現状の経営分析

を行います。 

なお、南佐久環境衛生組合は類似団体区分が「Cd2」に分類されており、（「Cd2」とは、処理区

域内人口が3万人未満、処理区域内人口密度が25人/ha未満、供用開始後年数が15年以上の市町村を

指す）。表2.5に公共下水道における経営比較分析表の類似団体区分一覧表を示します。 

 

表 2.5 類似団体区分一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pref.nagano.lg.jp/shichoson/kensei/shichoson/zaise/shiryo/h30hikakubunseki_gesuido.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/shichoson/kensei/shichoson/zaise/shiryo/h30hikakubunseki_gesuido.html
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①収益的収支比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

②企業債残高対事業規模比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

③経費回収率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収益的収支比率は、地方公営企業法

の非適用企業において、企業でいう経

常収益比率に代替される指標であり、

総収益÷（総費用＋地方債償還金）で示

され、総費用に地方債償還金を加えた

費用を、料金収入や一般会計からの繰

入金等の総収益でどの程度賄えている

かを表しています。数値が大きいほど

財政的に健全性が高いと判断でき、南

佐久環境衛生組合の収益的収支比率は

低い状況で推移しています。 

企業債残高対事業規模比率は、下水

道使用料に対する企業債残高の割合で

あり、企業債残高の規模を示す重要な

指標です。南佐久環境衛生組合は、年々

減少傾向となっておりますが類似団体

と比較すると高い数値となっていま

す。  

 

 

 

図2.11 収益的収支比率の推移 

 

図2.12 企業債残高対事業規模比率の推移 
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経費回収率は、使用料で回収すべき

経費をどの程度賄えているかを表した

指標であり、使用料水準等を評価する

こともできます。 

平成 27 年度から平成 28 年度にかけ

て大きく上昇していますが、これは平

成 28年度に総務省で示されている汚水

処理費に対する基準内繰入額の算定を

修正したためです。それ以降増減があ

るものの類似団体と比較し高い水準を

維持しています。 
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図 2.13 経費回収率の推移 
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④汚水処理原価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤施設利用率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥水洗化率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汚水処理原価は、地方公営企業法の

非適用企業において、下水道有収水量

1m³あたりの汚水処理費（維持管理費と

資本費（汚水に係る支払利息及び起債

償還金））です。 

平成 27 年度から平成 28 年度にかけ

て大きく減少していますが、これは平

成 28年度に総務省で示されている汚水

処理費に対する基準内繰入額の算定を

修正したためです。 
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図2.14 汚水処理原価の推移 

 

施設利用率は、施設・設備が一日に対

応可能な処理能力に対する、一日平均

処理水量の割合であり、施設の利用状

況や適正規模を判断する指標で、一般

的に高い数値であればよいと言われて

います。数値が低い場合には施設能力

に余裕があり、極端な場合、過大な仕様

となっていることも考えられます。南

佐久環境衛生組合は、施設利用率が平

成 30年度では約 60％となっていること

から、施設能力に余裕があることが考

えられます。 
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図2.15 施設利用率の推移 

 

水洗化率は、主要な財源である下水

道使用料に影響を与えるだけでなく、

「環境衛生の向上」という、下水道事業

の目的達成に与える重要な指標となり

ます。 

南佐久環境衛生組合は年々上昇傾向

となっており、近年は類似団体と比較

して同程度で推移しています。 

75.16 76.61 77.67 79.51

82.64

64.14

83.96 84.12 84.17
83.35

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

H26 H27 H28 H29 H30

水洗化率（％）

水洗化率（類似団体平均）

図2.16 水洗化率の推移 
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２－３ 将来予測結果 

 

（１）行政人口 

行政人口の予測は、人口ビジョン、将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所（平成 30年 3

月公表値）【以下、社人研と略す】）の人口推計値を比較し、長野県が公表している「水循環・資源

循環のみち 2015」では「社人研」を用いていることから、上位計画と整合を図り「社人研」を採用

します（表 2.6、図 2.17 参照）。 

 

表 2.6 参考とした各種推計結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１）社人研の令和 2、7 年度は社人研の公表値、その他は公表値の直線補間値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.17 参考とした各種推計結果 
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112,047 111,365 110,683 110,001 109,319 108,637 107,925 107,212 106,499 105,786 105,074

佐久市 97,111 96,614 96,117 95,621 95,124 94,627 94,085 93,543 93,000 92,458 91,916

佐久穂町 10,629 10,514 10,399 10,284 10,169 10,054 9,948 9,841 9,735 9,628 9,522

小海町 4,307 4,237 4,167 4,096 4,026 3,956 3,892 3,828 3,764 3,700 3,636

112,167 111,492 110,817 110,142 109,467 108,793 108,074 107,355 106,636 105,917 105,201

佐久市 97,632 97,214 96,796 96,378 95,960 95,542 95,068 94,594 94,120 93,646 93,173

佐久穂町 10,281 10,111 9,941 9,771 9,601 9,431 9,266 9,101 8,936 8,771 8,606

小海町 4,254 4,167 4,080 3,993 3,906 3,820 3,740 3,660 3,580 3,500 3,422
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（２）１人当たりの下水道有収水量 

南佐久環境衛生組合の下水道使用料は従量制を採用しており、水量階級別の増減推移をみるとま

ちまちであり、適切な水量を把握するために段階別の将来予測を行います（表 2.8、図 2.19 参照）。 

 

表 2.7 水量階級別の有収水量等の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.18 有収水量と水洗化人口の増減推移 
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計 1,024,830 1,021,171 1,017,659 1,013,999 1,010,338 1,006,683 1,002,784 998,885 994,986 991,086 987,204

項目

下水道総検針数（件）

有
収
水
量

0.93

0.94

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

1.01

令和

3年度

令和

4年度

令和

5年度

令和

6年度

令和

7年度

令和

8年度

令和

9年度

令和

10年度

令和

11年度

令和

12年度

有
収
水
量
比
率
（
R
2
基
準
）

20m3以下 21m3～40m3 41m3～60m3 61m3～100m3 101m3超

表 2.8 水量階級別の有収水量等の予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）21m³～40m³は 20m³以下と同値、61～100m³は 101m³超と同値とします 

図 2.19 水量階級別の有収水量等の予測 

   

   水量階級別に有収水量の予測を行った結果、61m³以上は大規模な事業所等になるため固定値とし

ていますが、60m³以下については行政人口の減少に伴い減少傾向となります。そのため、今後は下

水道使用料の改定を踏まえて検討していく必要があります。 
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令和9
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人
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人)

実績 経営戦略で採用する予測値

減少

２－４ 課題の抽出 

 

（１）人口減少や高齢化の進展 

全国的に人口減少、高齢化が進む中、南佐久環境衛生組合に属する市町においても同様に人口減

少が加速すると予測されています（図 2.20 参照）。今後の人口減少は、下水道事業の主な収入であ

る下水道使用料収入の減少に繋がり、下水道経営に影響を及ぼすこととなります。状況を見極め、

適正な使用料単価の見直しを行うための検討が必要となります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.20 南佐久環境衛生組合の人口の推移と予測 

 

 

（2）施設の老朽化 

南佐久環境衛生組合の公共下水道事業は供用開始して約20年経過しています。 

今後は、施設の老朽化が進んでいくことから効率的に改築していくためにストックマネジメン

ト計画（管渠）を策定し、下水道施設の状態を点検･調査等によって客観的に把握・評価し、中長

期的な施設の状態を予測しながら、点検・調査、修繕・改築を一体的に捉えて下水道施設を計画

的かつ効率的に管理していく必要があります。 
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（3）下水道経営 

１）収益的収支比率 

収益的収支比率は平成 29年度に上昇しましたが、平成 30年度に減少しており、収入増または支

出減を行い、改善を行う必要があります。 

 

２）企業債残高対事業規模比率 

新規整備時に発債した企業債の償還のピークを過ぎ、企業債残高対事業規模比率は減少傾向とな

っています。今後、収支のバランスをみながら、新規整備や改築・更新に係る新たな発債により企

業債残高対事業規模比率が極度に増加しないよう留意する必要があります。 

 

３）経費回収率 

経費回収率は上昇傾向となっており、近年は概ね 90％で推移しています。現状は水洗化人口の増

加に伴って使用料収入も増加していますが、汚水処理費用（維持管理費+資本費（元利償還費））を

使用料収入で賄えていない状況にあります。今後は、さらに人口が減少する予測となっているため、

独立採算を目指し、使用料単価の改定や支出の抑制を行っていく必要があります。 

 

４）水洗化率 

南佐久環境衛生組合の水洗化率は、類似団体平均と比較すると同程度の値となっています。下水

道経営の重要な収入源となる使用料の確保のため、今後も現状を継続する必要があります。 
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 ３．基本方針                                                                       

３－１ 経営の基本方針 

持続可能で健全な経営に取り組むために、2点の基本方針を以下に示します。 

 

（１）事業の選択と集中 

緊急性、必要性の高い施策の絞り込みを行い、老朽化対策、地震対策等を計画的に推進しま

す。また、コスト改善の取組みを継続し、事業費の縮減及び平準化を行い、事業の効率化を図

ります。 

 

（２）財源の確保 

下水道使用料の収入確保に努め、公営企業経営の基本原則である独立採算制による経営を目

指して、繰入金を減らすことを検討していきます。 

 

 

３－２ 計画期間 

計画の期間は、令和3年度を初年度とし、10年後の令和12年度を最終年度とします。また、経

営戦略策定後は、毎年度の進捗管理を行い5年ごとに見直しを行います。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 年間 

経営戦略計画期間：令和 3年度～令和 12年度 

見直し予定年度：令和 7年度 

PDCA 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

令和６ 

年度 

令和７ 

年度 

令和８ 

年度 

令和９ 

年度 

令和１０ 

年度 

令和１１ 

年度 

令和１２ 

年度 

見
直
し 

PDCA 
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Ⅱ．投資・財政計画 
 

 １．投資・財政計画の考え方                                                                        

下水道事業を将来にわたり安定的に継続するため、事業及び経営の現状と課題を整理し、投資試

算及び財源試算を行った上で、投資・財政計画を策定します。 

投資・財政計画は、今後10年間の投資試算である支出と財源試算である収入の均衡を図り、以下

のフローのとおり収支ギャップの解消を図った上で作成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.1 投資・財政計画（収支計画）までの流れ 

 

公営企業会計の収支のしくみと財源の考え方を簡略したイメージを図 3.2に示します。 

 

 

 

 

 

 

投

資

・
財

政

計

画 

収支ギャップが生じた場合に収支の均衡を図ります 

 財源試算 

財源見通しの取りまとめ 

 

 

財務状況の現状把握・分析と将来の財源予測 

財源構成の検討 

 投資試算 

施設の現状把握と将来の需要予測 

目標設定と投資額の合理化 

 

 

優先順位付け、平準化等による合理的な 

投資の内容・所要額等の見通し取りまとめ 
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 公営企業会計の収支のしくみと財源  

公営企業会計の収支は、1年間の経営活動に伴って生じる収益（財源）と費用を表す収益的

収支と、下水道施設の新設･改築など建設改良のための経費や企業債償還金などの支出とその

財源となる収入を表す資本的収支の 2種類からなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※留保資金（現金支出のない経費から生じる資金） 

収益的収支から生じる留保資金は、資本的収支の財源を補う関係にあります。（費用の財源となった一般会計補助金は、

減価償却費の財源に充てられ、内部に留保資金として蓄えられた後、償還元金の財源となります。従って、一般会計補

助金は、間接的に償還元金の財源になっているといえます。） 

 

１．資本的支出（建設改良費及び償還元金）の財源 

下水道施設の新設･改築に係る支出（建設改良費）は、企業債、国庫補助金、受益者負担

金、自己資金（内部留保資金）等を財源とする。  

また、償還元金（借金の元金）は、自己資金（内部留保資金）を主な財源とする。 

 

２．費用の財源 

１年間の下水道事業を維持する費用には、家庭等の汚水を浄化するための費用（汚水処理

費）である維持管理費、下水道施設を新設･改築するために借入れた企業債（借金）の支払利

息と減価償却費である資本費がある。 

費用は、下水道使用料と一般会計からの繰入である負担金及び補助金等を財源とする。 

 

 

図 3.2 公営企業会計の収支のしくみと財源 

 

 

資本的収入（財源） 収益（財源） 

一般会計からの繰入金 
（負担金） 

国庫補助金 

資本的収支 収益的収支 

建設改良費 

資本費 償還元金 

内部留保資金 

資本的支出 
（建設改良費及び償還元金） 

支払利息 

企業債 

減価償却費 
（長期前受金を除く） 

一般会計からの繰入金 
（補助金） 

下水道使用料 

費用 
（維持管理費と資本費） 

維持管理費 
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 ２．投資計画について                                                                     

 

（１）建設改良費 

１）費用の内訳 

南佐久環境衛生組合では、既事業計画区域の整備が完了しており、新設（農業集落排水上地区

の統合に係る管渠）、更新（マンホールポンプ、処理場水処理施設、処理場汚泥処理施設）、災害

復旧、その他計画（策定、更新）の４項目が挙げられます。 

 

２）各項目の考え方 

①新設（農業集落排水上地区の統合に係る管渠） 

令和３年度：管渠実施設計、新規管渠

整備※令和 4年度に供用開始予 定 と

して、新規整備に係る費用を見込みま

す（税込み額）。 

 

 

 

 

 

 

                    図 3.3 農業集落排水上地区位置図 

 

表 3.1 新規整備計画表 

 

  

項目 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

整備面積

(ha)

管路延長

(km)

総事業費

(千円)

項目 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

整備面積

(ha)

管路延長

(km)

総事業費

(千円)
0    0    0    0    0    

0    0    0    0    0    

0    0    0    0    0    

17,600    0    0    0    0    

0    

15.0    0    0    0    0    

0.16    0    0    0    

農業集落排水（上地区） 
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② 更新（マンホールポンプ、処理場水処理施設、処理場汚泥処理施設） 

処理場施設のストックマネジメント計画（修繕・改築計画）のうち、改築に係る費用を見込み

ます（税込み額）。なお、管渠のストックマネジメント計画は未策定であり、供用開始してから 20

年程度であるため、管渠の改築費用は見込まないこととします。 

 

表 3.2 改築計画表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ

（箇所）

ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ

事業費

 (千円)

処理場施設

更新事業費

(千円)

総事業費

(千円)

項目 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ

（箇所）

ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ

事業費

 (千円)

処理場施設

更新事業費

(千円)

総事業費

(千円)

0    

0    0    0    0    0    

0    12,870    30,030    0    0    

10    24    0    0    

50,380    50,380    21,560    50,380    50,380    

50,380    50,380    21,560    50,380    50,380    

0    

15,400    35,860    0    50,380    50,380    

28,270    65,890    0    50,380    50,380    

0    0    0    0    
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③災害復旧 

災害復旧に係る管渠布設及びマンホールポンプの設置についての費用を見込みます（税込み額）。 

 

表 3.３ 災害復旧計画表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

管渠布設

（ｍ）

管路事業費

 (千円)

ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ

（箇所）

ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ

事業費

(千円)

総事業費

(千円)

項目 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

管渠布設

（ｍ）

管路事業費

 (千円)

ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ

（箇所）

ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ

事業費

(千円)

総事業費

(千円)

0    0    0    0    0    

0    0    0    0    0    

0    0    0    0    0    

0    

0    0    0    0    0    

0    0    0    0    0    

0    46,500    0    0    

0    1    0    0    

0    

0    

0    27,000    0    0    

0    19,500    0    0    0    

0    0    45    0    0    
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④その他計画 

今後の関連計画（事業計画変更、ストックマネジメント計画更新、管渠詳細設計、処理場詳細

設計）の費用について見込みます（税込み額）。 

 

表 3.4 その他計画表 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

事業計画

（千円）

SM計画

(千円)

管渠設計

（千円）

処理場設計

（千円）

総事業費

(千円)

項目 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

事業計画

（千円）

SM計画

(千円)

管渠設計

（千円）

処理場設計

（千円）

総事業費

(千円)

0     0     0     0     0     

0     0     16,500     0     0     

0     10,000     16,500     4,000     0     

0     

0     10,000     0     0     0     

0     0     0     4,000     0     

2,000     10,000     16,500     4,000     

2,000     0     0     0     

0     

0     

0     10,000     0     0     

0     0     16,500     0     0     

0     0     0     0     4,000     
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項目 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

動力費

（千円）

項目 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

動力費

（千円）
18,216

18,840 18,775 18,708 18,641 18,574

18,502 18,431 18,359 18,288

（２）職員給与費 

  職員給与費については、将来の職員数の変動を考慮し、令和 3年度予算（税込み額）を採用し

ます。 

 

表 3.5 職員給与費 

 

 

 

 

（３）動力費 

  動力費については、流入水量の動向を踏まえて予測することが重要であることから、令和元年

度の実績（税込み額）に流入水量の伸び率を掛けて算出します。 

 

表 3.6 動力費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

総事業費

（千円）

項目 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

総事業費

（千円）
36,950

36,950 36,950 36,950 36,950 36,950

36,950 36,950 36,950 36,950
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項目 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

維持管理委託費

（千円）

項目 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

維持管理委託費

（千円）
93,023    

92,547    95,893    95,548    95,203    94,859    

94,491    94,124    93,757    93,389    

（４）修繕費・材料費 

  修繕費・材料費については、ストックマネジメント計画で挙げている場合には準拠する必要が

ありますが、ストックマネジメント計画では費用を計上していないことから、令和 3年度予算（税

込み額）を採用します。 

 

表 3.７ 修繕費 

 

 

表 3.８ 材料費 

 

 

（５）維持管理委託費 

  維持管理委託費については、流入水量の動向を踏まえて予測することが重要であることから、

令和元年度の実績（税込み額）に流入水量の伸び率を掛けて算出します。 

 

表 3.９ 維持管理委託費 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

項目 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

修繕費

（千円）

項目 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

修繕費

（千円）
1,719

1,719 1,719 1,719 1,719 1,719

1,719 1,719 1,719 1,719

項目 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

材料費

（千円）

項目 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

材料費

（千円）
495

495 495 495 495 495

495 495 495 495
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項目 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

減価償却費 546,387    465,463    453,965    448,718    444,673    

（千円） 2,013    23,527    23,527    24,751    25,975    

項目 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

減価償却費 438,215    435,172    435,014    433,767    431,142    

（千円） 27,199    27,199    27,199    28,423    29,647    

（６）減価償却費 

  既存資産に対する減価償却は、固定資産管理システムにて算出される金額を見込みます。新規

に取得する資産に対する減価償却費は、管渠の標準耐用年数を 50年、ポンプ設備の標準耐用年数

を 20年として各年度の減価償却費を算出し、既存資産に対する減価償却費に加算します。なお、

上段は既存資産、下段は新規資産に対する減価償却費を示します。 

 

表 3.1０ 減価償却費 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）企業債償還金 

①企業債償還金 

既発債分は南佐久環境衛生組合の償還計画値を採用し、新たに起債するものについては、５年

据置の10年償還計画とします。なお、令和4年度に統合予定の農業集落排水（上地区）の企業債償

還金を、新規発債分に見込んでいます。なお、上段は既存資産、下段は新規資産に対する減価償

却費を示しています。 

②支払利息 

  支払利息は、年 0.2％とします。 

 

表 3.1１ 企業債償還金 

 

  

項目 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

元金償還金 620,161    620,482    628,224    625,400    624,720    

（千円） ― 37,767    38,476    39,198    39,476    

利子償還金 92,934    81,032    69,546    58,074    46,830    

（千円） 42    5,079    4,375    3,677    2,961    

項目 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

元金償還金 579,517    537,991    410,513    376,396    254,173    

（千円） 41,695    45,860    36,219    30,776    23,759    

利子償還金 35,966    26,143    17,486    10,850    5,228    

（千円） 2,244    1,543    935    503    203    



Ⅱ－10 

 

 ３．財源計画について                                                                     

 

（１）国庫補助金 

  新設、更新事業は、現在の社会資本整備総合交付金交付要綱における財源内訳を（補助 50％、

起債 45％、他会計補助金等 5％）、単独事業の財源内訳を（起債 95％、他会計補助金等 5％）と

し、年度別の起債額を整理します。 

 

（２）下水道使用料 

  下水道使用料の試算は、有収水量の実績を基に将来の予測を行っています。下水道使用料単価

は将来も変わらないとして設定します（税込み額）。 

 

表 3.1２ 下水道使用料 

 

  

項目 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

有収水量

(千m³)

下水道使用料

（千円）

項目 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

有収水量

(千m³)

下水道使用料

（千円）
260,329  

1,003  

263,538  

995  991  

264,609  262,303  261,396  

999  987  

1,021  

268,695  

1,014  1,018  1,007  

269,385  267,690  266,684  265,680  

1,010  
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 ４．今後の取り組みについて                                

 

下水道事業の効率化・経営健全化については、今後、改築更新費用等が増大していく中で、限

りある財源、人材等を有効に活用して実施していきます。中長期的な視点から計画的に事業を実

施していきます。 

 

  ４－１ 組織、人材、定員に関する事項                               

   下水道整備や改築更新を確実に実施し、適正な維持管理を行うために必要最小限の人員を確

保するとともに研修会に参画するなど職員の資質の向上に努めます。 

 

  ４－２ 広域化や民間資金・ノウハウの活用等の推進に関する事項                   

今後は、経営基盤の強化や経営効率化等の観点から、広域化・共同化の推進及び包括的民間

委託等の導入を検討していきます。 

 

  ４－３ その他経営基盤強化に関する事項                           

施設の計画的な点検・調査及び改築・更新の財源を確保するため適正な使用料収入に努めま

す。また、地方公営企業会計を導入していることから損益計算書・貸借対照表・キャッシュフ

ロー計算書等の財務諸表を活用し経営の健全化に努めます。今後も汚水処理費の抑制、適正な

使用料収入に努め、経費回収率の向上を図ります。 

 

  ４－４ 資金管理・調達に関する事項                             

安定した財政運営を行うため、資金収支に不足が生じないよう資金管理を行います。 

 

  ４－５ 情報公開に関する事項                                    

下水道事業の経営状況については、南佐久環境衛生組合のホームページ等で必要な情報を開

示します。 

 

  ４－６ その他、重点事項                                  

ストックマネジメント計画に基づき、施設の老朽化の状況を踏まえ、効率的に長寿命化を実

施していきます。 
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 ５．経営戦略の事後検証・更新                                

 

５－１ 評価の方法                                       

下水道事業は地方財政法上、公営企業と位置づけられています。 

そのため総務省は、法適用の有無に関わらず、各団体の地方公営企業決算の状況を毎年公表

しています。 

これは、全国全ての下水道事業を行っている団体が作成することとなっており、事業を経費

回収率などの同じ指標で評価していることから、行政規模が同規模などの類似団体との経営比

較が容易に行えます。 

よって、総務省の公表している決算状況や経営指標を活用し、経営状態の評価を実施してい

きます。 

 

５－２ 評価の時期                                       

計画達成状況の評価方法は、令和３年度から令和12年度までの計画に対して、当該年度の決

算をまとめ、実績と計画の比較を行った上で、決算状況を公表します。 

中間評価の時期については、令和７年度としますが、計画と実績の乖離が著しい場合は、経

営のあり方、事業手法の見直しについて改めて検討を行い、必要がある場合は計画の見直しを

図ります。 

見直しにあたっては、経営戦略の達成状況を評価し、「投資・財政計画」やこれを構成する投

資試算、財源試算と実績との乖離について、原因を分析し、その結果を反映させるため、計画

策定（ Plan ）、実施（ Do ）、進捗・評価（ Check ）、見直し・改善（ Action ）のサイクル

で行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画策定 

（ Plan ） 

実 施 

（ Do ） 

進捗・評価

（ Check ） 

見直し・改善 

（ Action ） 
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５－３ 経費回収率の向上に向けたロードマップについて                                       

  国土交通省「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進について」（令和 2

年 7月 21日付け国水下企第 34号）を踏まえ、概ね 5年に 1度、必要に応じて下水道使用

料の改定を行い、経費回収率の向上を目指します。南佐久環境衛生組合の下水道事業は、

事業当初から下水道使用料金を 187.5 円/m³に設定しており、総務省が挙げている平均的

な下水道使用料単価 150.0 円/m³を上回っている状況です。今後は汚水処理費にかかる費

用が減少していくことから、経費回収率が上昇していく見込みであり、長期的に経費回収

率が 100％となるように下水道使用料の改定検証を行っていく予定です。なお、令和元年

度の経費回収率は約 85％となっています。 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1 経費回収率の向上に向けたロードマップについて 

 

 

 6．まとめ                                             

 

下水道事業の健全経営を持続していくためには、“将来更新投資の財源確保”、“適切な施

設規模による投資の効率化”など、長期展望に立った事業経営に取り組む必要があります。 

今後は、行政人口の減少に伴い水洗化人口の減少が予測されるため、全体的に有収水量

の伸びは期待できず、下水道使用料金も減少が予測されます。 

その一方で、下水道施設の老朽化に伴う更新工事が増加し、多額の資金需要が見込まれ

るため、現在蓄えている資金残高の効率的な運用、また、下水道使用料金改定の検討を行

い、将来の負担・軽減に取り組んでいきます。 

下水道使用料の改定検証 下水道使用料の改定検証 

令和元年度（実績） 

経費回収率：約 85％ 

令和 7年度（目標） 

経費回収率：約 90％ 

令和 12年度（目標） 

経費回収率：約 95％ 
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Ⅲ．参考資料 

 

１．経営指標の見方（総務省抜粋）  

 

 

【指標の意味】 

法適用企業に用いる経常収支比率は、当該年度において、料金収入や一般会計からの繰入金等 

の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標である。 

【分析の考え方】 

当該指標は、単年度の収支が黒字であることを示す 100％以上となっていることが必要である。 

数値が 100％未満の場合、単年度の収支が赤字であることを示しているため、経営改善に向けた 

取組が必要である。分析にあたっての留意点として、例えば、当該指標が 100％以上の場合であっ

ても、更なる費用削減や更新投資等に充てる財源が確保されているか等、今後も健全経営を続けて

いくための改善点を洗い出すといった観点から分析する必要があると考えられる。 

また、経常収益（総収益）について、使用料以外の収入に依存している場合は、経費回収率と併

せて分析し、経営改善を図っていく必要がある。 

一方、当該指標が 100％未満の場合であっても、経年で比較した場合に、右肩上がりで 100％ 

に近づいていれば、経営改善に向けた取組が成果を上げている可能性があるといえ、今後も改善傾

向を続けていく観点から分析する必要があると考えられる。 

 

 

 

【指標の意味】 

料金収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指標である。  

【分析の考え方】 

当該指標については、明確な数値基準はないと考えられる。従って、経年比較や類似団体との 

比較等により自団体の置かれている状況を把握・分析し、適切な数値となっているか、対外的に 

説明できることが求められる。 

分析にあたっての留意点として、例えば、当該指標が類似団体との比較で低い場合であっても、

投資規模は適切か、料金水準は適切か、必要な更新を先送りしているため企業債残高が少額となっ

ているに過ぎないかといった分析を行い、経営改善を図っていく必要があると考えられる。 

  

算出式（法適用企業）

①経常収支比率（％）
経常収 

経常費用
    

算出式（法適用企業）

②企業債残高対事業規模比率（％）
企業債現 高 計   一般会計負担 

 業収    受  事収     水 理負担金 
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【指標の意味】 

使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標であり、使用料水準 

等を評価することが可能である。 

【分析の考え方】 

当該指標は、使用料で回収すべき経費を全て使用料で賄えている状況を示す 100％以上である 

ことが必要である。数値が 100％を下回っている場合、汚水処理に係る費用が使用料以外の収入 

により賄われていることを意味するため、適正な使用料収入の確保及び汚水処理費の削減が必要 

である。 

分析にあたっての留意点としては、経常収支比率と同様に、例えば、当該指標が 100％以上の場

合であっても、更なる費用削減や更新投資等に充てる財源が確保されているか等、今後も健全経営

を続けていくための改善点を洗い出すといった観点から分析する必要があると考えられる。 

また、下水道事業の性質上、供用開始後間もない場合は接続率が低く使用料収入が少額となり、 

当該指標が 100％未満となる場合が想定されるが、このような場合も、使用料収入の増加が見込 

めるかといった将来の見込みも踏まえた分析が必要であると考えられる。 

 

 

 

【指標の意味】 

有収水量１㎥あたりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費・汚水維持管理費の両方を含め

た汚水処理に係るコストを表した指標である。 

【分析の考え方】 

当該指標については、明確な数値基準はないと考えられる。従って、経年比較や類似団体との 

比較等により自団体の置かれている状況を把握し、効率的な汚水処理が実施されているか分析し、 

適切な数値となっているか、対外的に説明できることが求められる。 

また、例えば、当該指標が類似団体との比較で低い場合であっても、有収水量や汚水処理費の 

経年の変化等を踏まえた上で、現状を分析し、今後の状況について将来推計する必要がある。その

上で、分析及び統計を元に、必要に応じて、投資の効率化や維持管理費の削減、接続率の向上によ

る有収水量を増加させる取組といった経営改善が必要である。 

分析にあたっての留意点として、供用開始後間もない事業は接続率が低く、有収水量が過小と 

なり、高い数値を示す場合が多い。また、地理的要因等によって、構造上汚水処理費が高くなる 

ことも想定されるが、このような場合には、より最適な処理方法を検討し実施するといった経営 

改善が必要である。 

算出式（法適用企業）

③経費回収率（％）
下水道使用料

 水 理費（ 費負担 を除く） 
    

算出式（法適用企業）

④ 水 理原価（円）
 水 理費（ 費負担 を除く）

年  収水 
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【指標の意味】 

施設・設備が一日に対応可能な処理能力に対する、一日平均処理水量の割合であり、施設の利 

用状況や適正規模を判断する指標である。 

【分析の考え方】 

当該指標については、明確な数値基準はないと考えられるが、一般的には高い数値であること 

が望まれる。経年比較や類似団体との比較等により自団体の置かれている状況を把握し、例えば、 

当該指標が類似団体との比較で高い場合であっても、現状分析や将来の汚水処理人口の減少等を 

踏まえ、施設が遊休状態でないか、過大なスペックとなっていないかといった分析が必要である。 

分析にあたっての留意点として、当該指標は、１日に施設に汚水を処理した平均値を用いている

ことから、当該団体の特有の事情により、季節によって処理量に大きな変動があり得るため、 

最大稼働率と併せて分析して適切な施設規模となっているか分析する必要があると考えられる。 

数値が低く、施設が遊休状態又は過大なスペックとなっている場合には、計画処理能力、施設 

の耐用年数等を踏まえ、必要に応じて、近隣施設（他団体の施設を含む。）との統廃合等を行い、 

適切な施設規模を維持する必要がある。 

 

 

【指標の意味】 

現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して汚水処理している人口の割合を表した 

指標である。 

【分析の考え方】 

当該指標については、公共用水域の水質保全や、使用料収入の増加等の観点から 100％となって

いることが望ましい。一般的に数値が 100％未満である場合には、汚水処理が適切に行われて 

おらず、水質保全の観点から問題が生じる可能性があることや、使用料収入を図るため、水洗化 

率向上の取組が必要である。 

分析にあたっての留意点としては、当該指標の向上を図るため、新たに管渠を整備することが、 

地理的要因等により整備に係る費用が増大するため、費用対効果を検証し、将来の見込みも踏まえ

た分析が必要である。 

 

  

算出式（法適用企業）

⑤施設利用率（％）
   一    理水 

   現  理  
    

算出式（法適用企業）

⑥水洗化率（％）
現 水洗  設    

現  理  内  
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２．用語解説  

 

あ 行 

一般会計繰入金（基準内） 

基準内の一般会計繰入金は、地方公営企業法適用後は一般会計負担金となります。 

一般会計繰入金（基準外） 

基準外の一般会計繰入金は、地方公営企業法適用後は一般会計補助金となります。 

汚水処理原価 

有収水量 1m3あたりの汚水処理に要した費用であり、資本費（汚水分）と維持管理費（汚水分）

の両方を含めた汚水処理に係るコストを表した指標です。 

算定式は、汚水処理費（公費負担分を除く）÷年間有収水量となります。 

 

か 行 

管渠 

  路面等に埋設した排水管となり、マンホール、汚水ます、雨水ます等の附属設備を持ちます。 

管更生 

古くなって老朽化した管を道路を掘削せずに直す工法で、古くなった管の中に新たなパイプを

作る工法です。管更生の工法は、反転工法、形成工法、製管工法の大きく3通りに分かれます。 

企業会計 

地方公共団体の企業的活動に関する諸会計の総称です。具体的には、公営企業会計(上水道、交

通、電気、ガス、下水道等)、国民健康保険事業会計、収益事業会計(宝くじ、競馬、競輪等)、公

益質屋事業会計、農業共済事業会計、交通災害共済事業会計、公立大学付属病院事業会計という

7種類の事業会計が公営事業会計に含められます。 

企業債 

  地方公営企業の施設の建設などに要する資金に充てるために 発行する地方債のことであり、

公的機関（国、地方公共団体 金融機構）及び民間機関（銀行等）が引受先となっております。 

供用開始 

建設した下水道が使用することが可能となることを言います。 

企業債残高対事業規模比率 

法適用企業において、使用料収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す

指標です。法非適用企業においては、企業債が地方債となります。 

算定式は、（企業債現在高合計－一般会計負担額）÷（営業収益－受託工事収益－雨水処理負担

金）×100となります。 

基本使用料 

使用水量の有無に関わらず割り当てられる金額となります。 

 

経常収支比率 

法適用企業に用いられる経営指標の一つであり、当該年度において、使用料収入や一般会計か

らの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標です。 

算定式は、経常収益÷経常費用×100となります。 

https://kotobank.jp/word/%E5%85%AC%E5%96%B6%E4%BC%81%E6%A5%AD-494071
https://kotobank.jp/word/%E4%B8%8A%E6%B0%B4%E9%81%93-79397
https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606
https://kotobank.jp/word/%E5%AE%9D%E3%81%8F%E3%81%98-92810
https://kotobank.jp/word/%E5%85%AC%E7%9B%8A%E8%B3%AA%E5%B1%8B-61450
https://kotobank.jp/word/%E5%85%AC%E7%9B%8A%E8%B3%AA%E5%B1%8B-61450
https://kotobank.jp/word/%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E5%85%B1%E6%B8%88-795799
https://kotobank.jp/word/%E5%85%AC%E5%96%B6%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E4%BC%9A%E8%A8%88-671209
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経費回収率 

使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標であり、使用料水準

等を評価することが可能です。 

下水道経営は、独立採算が基本であることから、使用料で回収すべき経費を全て使用料で賄え

ている状況を示す経費回収率 100％以上であることが必要です。 

算定式は、下水道使用料÷汚水処理費（公費負担分を除く）×100となります。 

下水道総合地震対策計画 

国の創設している下水道総合地震対策事業を行う上で、策定する必要がある計画となります。 

下水道受益者負担金・分担金 

下水道を利用できる環境となった方に負担していただく費用となります。 

減価償却費 

施設の整備に充てた費用を一度に費用とせず、施設ごとに定められた耐用年数に応じて毎年費

用を計上するものです。また、費用の計上の際に実際の現金支払いはありません。 

建設改良費 

南佐久環境衛生組合の整備事業（新規整備事業、改築更新事業、耐震対策事業等）に係る施

設、設備の建設に係る委託料、事務費等の建設に係る総費用です。 

 

さ 行 

事業計画 

全体計画に定められた施設のうち、5から7年間で実施する予定の施設の配置等を定める計画を

言います。 

資本的収支 

施設の建設改良に関する投資的な収入と支出のことを言います。例えば、収入は企業債や国庫

補助金など、支出は施設の建設改良費や企業償還金などです。 

収益的収支 

経営活動に伴って年度内に発生する収入と支出のことをいいます。例えば、収入は下水道使用

料や他会計負担金など、支出は施設の維持管理費や人件費などです。 

収益的収支比率 

法非適用企業に用いられる経営指標の一つであり、料金収入や一般会計からの繰入金等の総収

益で、総費用に地方債償還金を加えた費用をどの程度賄えているかを表す指標です。 

算定式は、総収益÷（総費用＋地方債償還金）×100となります。 

収支ギャップ 

収益的収支において支出が収入を超過することです。 

水洗化率 

処理区域内人口に対する水洗化人口の割合で、下水道を使用することが可能な区域でどのくら

い下水道に接続しているかの割合のことを言います。 

ストックマネジメント 

リスクを考慮した目標設定に対して、点検・調査計画と改築・修繕計画策定と実行、評価と見

直しといった PDCAサイクルを実践することを言います。 
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損益勘定留保資金 

収益的収支における費用のうち、減価償却費など現金の支出を伴わない費用の合計額であり、

内部留保資金として資本的収支の補填財源として使用することができます。 

た 行 

耐震化率 

耐震性能を有した下水道管路施設の割合を示す指標です。 

地方公営企業法 

この法律は、地方公共団体の経営する企業の組織、財務及びこれに従事する職員の身分取扱い

その他企業の経営の根本基準並びに企業の経営に関する事務を処理する地方自治法の規定による

一部事務組合及び広域連合に関する特例を定め、地方自治の発達に資することを目的としたもの

です。 

長期前受金戻入 

施設整備の財源として受け取った補助金等を、対象となる施設の減価償却に合わせて収益化す

るもので、現金を伴わない収益です。 

当該年度純損益 

当該年度における総収益から総費用を除いた値であり、純損益がプラスであれば黒字、マイナ

スであれば赤字となります。 

算定式は、総収益（営業収益＋営業外収益＋特別利益）－総費用（営業費用＋営業外費用＋特

別損失）となります。 

特別会計 

一般会計から切り離して独立の会計を設けて経理を行う会計のことを言います。 

独立採算制 

地方公営企業は基本的には一般会計とは独立した立場で経営活動を行っていることから、経営

に要する経費を基本的には独自の収入（使用料）で賄うことを言います。 

 

は 行 

普及率 

南佐久環境衛生組合の行政人口に対する処理区域内人口の割合です。普及率には、汚水処理人

口普及率と下水道普及率があり、汚水処理人口普及率は、南佐久環境衛生組合の行政人口に対す

る下水道の処理区域内人口と合併処理浄化槽を設置しているお宅の人口の合計値の割合であり、

下水道普及率は、南佐久環境衛生組合の行政人口に対する下水道の処理区域内人口の割合を言い

ます。 

不明水 

下水処理場で下水を処理した水量と下水を使用した水量（下水道有収水量）の差のことで、そ

の原因は、管渠の老朽化により地下水が亀裂などから浸入したり、雨天時にマンホールの蓋から

雨水が浸入したり、誤接（雨水の取り付け管を誤って汚水管渠に接続すること）により雨水が浸

入することがあります。 

分流式下水道 

汚水と雨水を分けて流す方式の下水道になります。 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%98%5a%8e%b5&REF_NAME=%92%6e%95%fb%8e%a9%8e%a1%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
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ま 行 

マンホールポンプ 

距離のある処理場への汚水の流入は自然流下だけでは困難であり、ポンプアップにより自然流

下を補完する役割を担う施設です。 

 

や 行 

有収水量 

下水道で処理した汚水のうち、不明水を除いた使用料収入の対象となる水量のことを言います。 

（下水道）有収率 

下水道の処理水量に対する下水道の有収水量の割合です。 

 

ら 行 

流動比率 

短期的な債務に対する支払能力を表す指標です。１年以内に支払うべき債務に対して支払うこ

とができる現金等がある状況を示し、100 ％以上であることが必要です。 

算定式は、流動資産÷流動負債×100 となります。 

流動負債 

1 年以内に返済が終了する支出を言い、未払金、一時借入金等があります。 

類似団体 

国は、全国の市区町村を「指定都市」「中核市」「特例市」「都市」「町村」「特別区」に分類した

上で、さらに「都市」「町村」を人口規模や産業構造で細分化、計 35 のグループに分かれていま

す。  

そのなかで同じグループに属する自治体を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kotobank.jp/word/%E6%8C%87%E5%AE%9A%E9%83%BD%E5%B8%82-74289
https://kotobank.jp/word/%E7%94%A3%E6%A5%AD%E6%A7%8B%E9%80%A0-172884
https://kotobank.jp/word/%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97-3022
https://kotobank.jp/word/%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93-520852
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